
危険物施設等における災害の
現況と最近の動向

　危険物施設における事故は、火災（爆発を含む。）

と危険物の流出に大別される。令和6年中は、火災
事故が267件、流出事故が486件で合計753件となっ
ている（第1-2-1図）。

第1-2-1図　危険物施設における火災及び流出事故発生件数の推移
（各年中）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成
元

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和
元 （年）

2 3 54 6

（件）

113
134 144 155

157 162
194

169 170 188
195 188

223

169 176 162 179
189 198 188 203

215 215 195 206
218

187
224 226

267
243

107
133141146143

火災事故件数
流出事故件数
総事故件数

174
210 228

238
281 269

317 334 331
352 359

392 375

434
384

360 357
396

375 376
396

345 356
369

403
380 375

422 415

486468

212202204
235

209

287

344
372 393

438 431

511 503 501
540 554

580 598
603

560
522 536

585 573 564
599

560 571 564
609 598

562

646 641

753
711

319335345
381

352

（備考）　１　「危険物に係る事故の概要」により作成
　　　　２　�事故発生件数の年別傾向を把握するために、震度６弱以上（平成８年（1996年）９月以前は震度６以上）の地震により発生した件

数を除く。

火災事故1
　令和6年中に危険物施設において発生した火災事
故の件数は267件（対前年比24件増）となってい
る。主な発生要因については、維持管理不十分、操
作確認不十分といった人的要因によるものが多くを
占めている（資料1-2-1、資料1-2-2、資料1-2-3、
資料1-2-4、資料1-2-5）。

流出事故2
　令和6年中に危険物施設において発生した流出事
故の件数は486件（対前年比18件増）となってい
る。発生要因については、腐食疲労等劣化など物的
要因によるものが多くを占めている（資料1-2-6、
資料1-2-7、資料1-2-8、資料1-2-9）。

危険物行政の現況

危険物規制1
（１）　危険物規制の体系
　消防法（昭和23年法律第186号）では、①火災発
生の危険性が高い、②火災が発生した場合にその拡
大の危険性が高い、③消火が困難であるなどの性状
を有する物品を「危険物」として指定し、これらの
危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保
安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民
の生命、身体及び財産を火災から保護し、又は火災
による被害を軽減することとされている（資料1-2-
10、資料1-2-11、資料1-2-12）。
　なお、危険物に関する規制の概要は、次のとおり
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である。
・�指定数量（消防法で指定された、貯蔵又は取扱い
を行う場合に許可が必要となる数量）以上の危険
物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り
扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする
者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基
準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければ
ならない。
・�危険物の運搬については、その量の多少を問わ
ず、法令で定める安全確保のための基準に従って
行わなければならない。
・�指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いについて
は、市町村条例の基準に従って行わなければなら
ない。

（２）　危険物取扱者
　危険物取扱者は、「甲種」「乙種」「丙種」の３つ
に区分されており、区分によって取り扱うことがで
きる危険物の種類が異なる。危険物施設での危険物
の取扱いは、危険物取扱者が自ら行うか、その他の
者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者
の立ち会いの下行わなければならないとされている。
　令和7年３月31日現在、危険物取扱者制度発足以

来の危険物取扱者試験の合格者総数（累計）は
1,040万6,300人となっており、危険物施設における
安全確保に大きな役割を果たしている。

ア　危険物取扱者試験
　令和6年度中の危険物取扱者試験は、全国で
4,185回（対前年度比83回減）実施された。受験者
数は31万6,301人（同386人増）、合格者数は12万
2,102人（同840人減）で平均の合格率は約38.6％
（同0.3％減）となっている（第1-2-2図）。
　試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第４
類が最も多く、次いで甲種、丙種となっており、こ
の３種類で全体の約８割を占めている。

イ　保安講習
　危険物施設において危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者は、原則として３年に１度、都道府県
知事等が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習
（以下、本節において｢保安講習｣という。）を受け
なければならないこととされている。
　令和6年度中の保安講習は、全国で1,479回（対
前年度比62回減）実施され、18万4,998人（同3,794
人増）が受講している（資料1-2-13）。

第1-2-2図　危険物取扱者試験実施状況
（令和6年度）
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（備考）　「危険物取扱者・消防設備士試験・免状統計表」（（一財）消防試験研究センター）により作成
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（３）　事業所における保安体制
　事業所における保安体制の整備を図るため、一定
数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施
設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険
物施設保安員の選定、予防規程の作成が義務付けら
れている。また、同一事業所において一定の危険物
施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯
蔵し、又は取り扱う者には、自衛消防組織の設置、
危険物保安統括管理者の選任が義務付けられている。

（４）　保安検査
　一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱
所の所有者等は、その規模等に応じた一定の時期ご
とに、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する
検査（保安検査）を受けることが義務付けられてい
る。

（５）　立入検査及び措置命令
　市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火
災防止のため必要があると認めるときは、危険物施
設等に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険
物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適
合しているかについて立入検査を行うことができる。
　立入検査を行った結果、消防法に違反していると
認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所
有者等に対して、貯蔵又は取扱いに関する遵守命
令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置
命令等を発することができる(資料1-2-14)。

石油パイプラインの保安2
（１）　石油パイプライン事業の保安規制
　一般の需要に応じて石油の輸送事業を行うものに
ついては、石油パイプライン事業法（昭和47年法律
第105号）により、事業の許可や工事計画の認可、
保安検査等が行われ、その安全性を確保している。
　石油パイプライン事業法の適用を受けている施設
は、現在、成田国際空港への航空燃料輸送用パイプ
ラインだけである。

（２）　石油パイプラインの保安の確保
　石油パイプライン事業法に基づく成田国際空港へ
の航空燃料輸送用パイプラインについては、定期的
に保安検査等を実施するとともに、事業者に対して
は、保安規程を遵守し、法令に定める技術上の基準

に従って維持管理、点検等を行わせ、その安全の確
保に万全を期することとしている。

危険物行政の課題

官民一体となった事故防止対策の推進1
　危険物施設における火災事故及び流出事故の件数
は、平成６年（1994年）以降増加傾向である（第
1-2-1図）。
　危険物施設における事故を防止するためには、危
険物施設の経年劣化をはじめとする事故要因への対
策を適切に講じる必要がある。
　このような状況を踏まえ、関係業界や消防機関等
により構成される「危険物等事故防止対策情報連絡
会」において、平成28年３月、事故防止対策をより
効果的なものとするため、「危険物等に係る重大事
故の発生を防止すること」が目標として定められ、
この目標に向けた関係業界や消防機関等の取組を取
りまとめた「危険物等事故防止対策実施要領」が毎
年度策定されている。
　今後も、事故に係る調査分析結果等の情報共有
や、各地域における取組の推進など、関係機関が一
体となって事故防止対策を推進していく必要がある。

科学技術及び産業経済の進展等を踏ま
えた安全対策の推進

2

　科学技術及び産業経済の進展等に伴い、危険物行
政を取り巻く環境は常に変化しており、新たな危険
性物質の出現、危険物の流通形態の変化、危険物施
設の多様化・複雑化、設備・機器の高経年化等への
対応が求められている。
　消防法上の危険物に指定されていないが、火災危
険性を有するおそれのある物質への対応を図るた
め、消防庁では検討会を毎年開催しており、新たな
化学物質等について広く調査を行うとともに、火災
危険性を有するおそれのある物質を抽出して性状確
認等を行っている。今後も新たな化学物質等の火災
危険性について早期把握に努める必要がある。
　また、近年、危険物施設は高経年化が進み、腐
食・劣化等を原因とする事故件数が増加しており、
AIやIoT等の最新技術を活用した効果的な予防保全
の実現などが期待されていることから、これらの活
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用について柔軟な対応ができるよう調査検討を行っ
ている。

大規模自然災害への対応3
　大規模な自然災害により、危険物施設において火
災・流出事故が発生した場合には、周辺住民の安全
や産業、環境に対して多大な影響を及ぼすおそれが
ある。
　消防庁では、風水害対策について、平成30年の７
月豪雨や台風21号等による教訓を踏まえ、危険物施
設の形態別による対策上のポイントやチェックリス
ト等を取りまとめた「危険物施設の風水害対策ガイ
ドライン」（令和２年３月総務省消防庁。令和３年
３月一部改訂）を策定し、全国の都道府県及び市町
村へ通知している。
　また、地震対策について、平成23年3月に発生し
た東日本大震災における教訓を踏まえ、危険物施設
における津波被害の防止・軽減策を予防規程に追加
するとともに、危険物施設の震災等対策のポイント
や留意点をまとめた「危険物施設の震災等対策ガイ
ドライン」（平成26年３月総務省消防庁）を策定
し、全国の都道府県及び市町村へ通知している。
　災害時の応急対策や復旧の段階において、ガソリ
ン等の燃料の緊急的な供給など、消防法令の弾力的
な運用が求められている。
　消防庁では、危険物施設以外の場所でドラム缶か
ら手動ポンプを用いた給油等を行うなど、一時的な
危険物の取扱いを行う場合の安全対策や手続き等を
取りまとめた「震災時等における危険物の仮貯蔵・
仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライ
ン」（平成25年10月総務省消防庁）を策定し、全国
の都道府県及び市町村へ通知している。
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